
 

次のとおり条件付一般競争入札に付することとしたので、大竹市契約規則（昭

和３９年大竹市規則第１６号）第２条の規定により公告する。 

また、この公告に定めるもののほか、条件付一般競争入札の実施については、

大竹市建設工事条件付一般競争入札（事前審査型）公告共通事項（以下「公告

共通事項」という。）によるものとする。 

なお、本件は、広島県の電子入札システム（以下「電子入札システム」とい

う。）を利用して入札を行う電子入札案件であり、入札に関する手続について

は、大竹市電子入札実施要領（令和４年大竹市告示第１４号）に従って行うも

のとする。 

令和８年４月１６日 

大竹市長 入 山 欣 郎   

 

１ 発注内容等 

(１) 工事名 防災行政無線施設（固定系）更新工事 

(２) 工事場所 大竹市内一円 

(３) 工事概要 １ 親局設備          １局 

２ 中継局設備         １局 

３ 簡易中継局設備       １局 

４ 再送信子局設備       ４局 

５ 屋外拡声子局設備     ６３局 

６ 戸別子局（戸別受信機） ４１５局 

（文字表示機能付き２０局） 

(４) 工期 大竹市議会の議決の日の翌日から令和９年３月３１日まで 

(５) 落札方式 価格競争 

(６) 予定価格 事後公表 

(７) 調査基準価格 事後公表 

(８) 契約保証金 納付（公告共通事項１４の項参照） 

(９) 資格要件確認書類 事前審査型のため、入札参加希望者は開札前に提出 

（５ 入札参加資格要件確認書類参照） 

２ 入札参加資格 

技術要件以外の要件 

(１) 令和７・８年度大竹市競争入札 

参加資格 

認定業種：電気通信工事 

(２) 必要な許認可 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条

の許可（電気通信工事の特定建設業許可）を公

告日現在において、５年以上の期間、継続して

受けていること。 



 

(３) 建設業法第３条第１項に規定す

る営業所の所在地 

広島県内に営業所を有していること（電気通

信工事の許可を受けているもの。）。 

(４) その他要件 ア 電波法第２４条の２第１項の規定による

登録検査等事業者の登録を受けているこ

と。 

イ 実験試験局免許（６０ＭＨｚ帯同報系（Ｑ

ＰＳＫデジタル方式）を保有していること。 

(５) 設計業務等の受託者（右欄に掲げ

る者）でないこと又は当該受託者と資 

本面若しくは人事面において右欄に

掲げる関係を有さないこと。 

株式会社東鳳電通設計事務所 

ア 当該受託者の発行済株式総数の１００分 

の５０を超える株式を有し、又はその出資

の総額の１００分の５０を超える出資をし

ている。 

イ 代表権を有する役員が当該受託者の代表

権を有する役員を兼ねている。 

(６) 設計図書の閲覧 設計図書閲覧・貸出申請書を提出し、設計図書

を閲覧すること。 

(７) その他 その他公告共通事項で定める入札参加資格の

要件を満たすこと。 

技術要件 

(８) 元請

の施工実

績 

ア 種類及び規模 (ア) 種類 電気通信工事であって、国、地

方公共団体、法人税法（昭和４０年法律

第３４号）別表第１に掲げる公共法人又

は同法別表第２に掲げる公益法人等が発

注した１６ＱＡＭ又はＱＰＳＫデジタル

方式固定系防災無線工事 

(イ) 規模 最終請負金額（消費税及び地方

消費税相当額を含む。）が６億円以上の

工事 

※ ＪⅤとして受注した工事の場合は、自社

分に限る。 

イ 完了検査及び引渡 平成２８年度以降に完了検査を受け、当該工

事目的物を引き渡していること。 

(９) 配置

予定技術

者 

ア 専任技術者の要否 請負代金の額が、建設業法施行令第２７条第

１項に定める金額以上となる場合は、専任配

置を必要とする。 

イ 資格等 (ア) 主任技術者等 電気通信工事業に係る

監理技術者資格者証及び監理技術者講習

修了証（過去５年以内に監理技術者講習

を受講していること）を有する者又は、１

級電気通信工事施工管理技士の資格を有



 

すること。 

(イ) 担当技術者 第一級陸上無線技術士、

第二級陸上無線技術士、第一級陸上特殊

無線技士、第二級陸上特殊無線技士のい

ずれかの資格を有すること。 

 ウ 経験 主任技術者等又は担当技術者が、平成２８年

度以降に完了した１６ＱＡＭ又はＱＰＳＫデ

ジタル方式固定系防災無線工事において、監

理技術者又は主任技術者としての実務経験を

有していること。 

 エ 兼務の可否 主任技術者等及び担当技術者は、これを兼ね

ることができる。 

※ (１)から(９)までに掲げる要件を全て満たしていること。 

３ 設計図書の閲覧等 

手続等 期間・期日 場所・方法 

(１) 設計図書の

閲覧申請 

公告の日から 

令和８年４月３０日（木）午後５時まで 

 

※ 閲覧期間内に申請が無かった場合

は入札を中止する。 

設計図書は大竹市ホーム

ページに掲載している

が、閲覧にはパスワード

が必要である。 

監理課に「設計図書閲覧・

貸出申請書」を持参、郵

送、メール又はＦＡＸの

上、設計図書閲覧用パス

ワードを受領し、確認（閲

覧）すること。 

(２) 設計図書に

係る質問 

公告の日から 

令和８年４月２３日（木）午後４時まで 

（提出期限後の質問書提出は受け付け

ない。） 

監理課に持参、郵送、メー

ル又はＦＡＸにより提出 

(３) 質問回答期

限 

令和８年４月２８日（火） 大竹市ホームページに掲

載 

４ 入札日程等 

手続等 期間・期日 場所・方法 

(１) 入札参加資

格要件確認書類

の提出期限 

公告の日から 

令和８年４月３０日（木）午後５時まで 

 

電子入札システムにより

提出 

(２) 入札参加資

格審査の結果通

知期限 

令和８年５月７日（木）  



 

(３) 入札参加資

格がないと認め

られた場合の説

明請求期限 

令和８年５月１２日（火）  

(４) 入札参加資

格がないと認め

られた場合の説

明請求に対する

回答期限 

令和８年５月１４日（木）  

(５) 入札書・内

訳書の受付 

令和８年５月１４日（木）午前９時から 

令和８年５月１５日（金）午後４時まで 

電子入札システムにより

提出 

(６) 開札 令和８年５月１８日（月）午前１０時 大竹市役所監理課執務室 

５ 入札参加資格要件確認書類 

提出書類 説明 

(１) 入札参加資格審査申

請書 
 

(２) 登録検査等事業者の

登録を受けていることを

証する書類の写し 

 

(３) 実験試験局免許の写

し 
 

(４) 施工実績調書 「２ 入札参加資格の（８）元請の施工実績」の要件を満

たす工事について、次に掲げる書類のいずれかを添付する

こと。 

ア 建設工事施工実績証明書 

イ 請負契約書等の写し（変更契約を締結しているものに

ついては、変更契約書も含む。） 

ウ 竣工登録工事カルテ受領書及び工事カルテ（竣工登録

データ）の写し（CORINS に登録済みである場合） 

(５) 配置予定技術者の

資格・工事経験調書 

工事内容を記載の上、次に掲げる書類を添付すること。 

ア 雇用関係を証明するものの写し 

イ 電気通信工事について、建設業法第１５条第２号イ、

ロ又はハに該当することが確認できるものの写し 

ウ 監理技術者等を配置する場合は、監理技術者証の写し 

エ 資格要件が確認できるものの写し 

オ 実務経験が確認できるものの写し 

(６) 誓約書  

(７) 特定建設業許可証明

書又は通知書の写し 

公告日現在において、５年以上の期間、継続して特定建設

業（電気通信工事）の許可を受けていることを証明する資

料 



 

(８) 建設業許可申請書

別表の写し 

申請書（鑑）及び別表の写し（営業所、役員等が分かるも

の） 

(９)  法人税、消費税及

び地方消費税の未納が

ないことの証明書 

提出日の３か月前の日以後に発行されたもの。写し可。 

(１０) 大竹市税の滞納が

ないことの証明書 

提出日の３か月前の日以後に発行されたもの。写し可。大

竹市に納税義務がない場合は不要。 

(１１) 経営事項審査結

果通知書の写し 

有効期間内で最新のもの 

※ 書類は、原則電子入札システムにより提出すること。容量が大きい等の理由で電子

入札システムにより提出できない場合は、監理課まで連絡すること。別の方法での提

出を認めるものとする。 

６ その他 

(１) 本案件には、調査基準価格を設定しており、調査基準価格を下回る入札を行った

者は、事後の調査に協力するものとする。この公告に低入札価格調査制度について記

載のない事項は、大竹市低入札価格調査制度事務取扱要綱（平成１１年大竹市告示第

３３号）による。 

(２) 入札参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者は、指名除外措置を行うことが

ある。 

(３) 本工事に係る契約は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例（昭和３９年大竹市条例第１９号）第２条の議会の議決に付すべき契約に該当

するため、大竹市契約規則第２２条の規定による仮契約を締結するものとする。 

(４) 工事の施工の際に、資材等の調達又はやむを得ず工事の一部分を第三者に請け負 

わせようとするときは、できる限り市内事業者の利用を図ること。 

(５) 本工事は中間検査対象工事であるため、工程等については別途市と協議するもの

とする。 

(６) その他詳細不明の点については、監理課に照会すること。 

７ 問合せ先 

入札担当部署 大竹市建設部監理課 

所在地 大竹市小方一丁目１１番１号 

電話 ０８２７－５９－２１６０ 

ＦＡＸ ０８２７－５７－７１４９ 

Ｅ－ｍａｉｌ kan-syomu@city.otake.hiroshima.jp 

 


